
 

 33

 

 協議第２４号  

 
 

消防団の取扱いの変更について  

 

 
 
合併協定項目第２４号「消防団の取扱い」の変更について、別紙のとおり提案する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成２１年 ９月２４日提出 

平成  年  月  日確認 

 
 

小 林 市 ・ 野 尻 町 合 併 協 議 会 

会 長  堀  泰 一 郎 



 

 34

 
○総務部会 消防防災分科会 

協議ランク Ａ   協議会確認日：第２回協議会 H20/12/24  現況調書ページ 5～7 

協定項目 第２４号 消防団の取扱い 

調整方針 
５．合併後０年を目処に統合するよう調整する。⇒１．小林市の制度等

に統一する。 に変更。（協議事項） 

 
○消防団は、合併時に統合し、分団等の組織は合併までに調整する。 
 
○消防団員の定員については、現行のまま新市に引き継ぎ、任期については合併までに

調整する。 
 

個別調整結果 

 
○組織体制及び階級については、小林市の制度に統一する。 
※別紙に組織図 
 
○幹部団員の任期は、小林市の規則を適用し、４年とする。 
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別紙 
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 協議第２５号  

 
 

防災関係の変更について  

 

 
 
合併協定項目第２５号「各種事務事業の取扱い」のうち「（４）防災関係」の変更

について、別紙のとおり提案する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成２１年 ９月２４日提出 

平成  年  月  日確認 

 
 

小 林 市 ・ 野 尻 町 合 併 協 議 会  

会 長  堀  泰 一 郎 
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協議ランク Ａ   協議会確認日：第２回協議会 H20/12/24  現況調書ページ 9～10 

協定項目 
第２５号 各種事務事業の取扱い 

（４）防災関係 

調整方針 
３．現行のまま、新市に引き継ぐ。⇒５．合併後０年を目処に統合する

よう調整する。 に変更。（協議事項） 

 
○防災行政無線については、現行のまま新市に引き継ぎ、統合するよう調整する。 
 
 
 
個別調整結果 

 

○防災行政無線は現行のまま引き継ぐが、合併に伴い、無線局免許承継申請、無線局

名義変更、防災行政用無線局移行計画を合併１ヵ月前までに行い、現行施設を基に移

行計画書を作成し、合併後、統合するよう調整する。 

 
○ＭＣＡ無線（庁舎間無線）を合併までに導入し、野尻庁舎に設置、有事の際の通信

手段とする。 
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 協議第２６号  

 
 

その他関係（交通安全）の変更について  

 
 
 
合併協定項目第２５号「各種事務事業の取扱い」のうち「（１８）その他関係（交

通安全）」の変更について、別紙のとおり提案する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成２１年９月２４日提出 

平成  年 月  日確認 

 
 

小 林 市 ・ 野 尻 町 合 併 協 議 会  

会 長  堀  泰 一 郎 
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協議ランク Ａ   協議会確認日：第２回協議会 H20/12/24  現況調書ページ 13 

協定項目 
第２５号 各種事務事業の取扱い 

（１８）その他関係【交通安全】 

調整方針 
５．合併後０年を目処に統合するよう調整する。⇒１．小林市の制度等

に統一する。 に変更。（協議事項） 

 
○交通指導員の勤務日については合併までに調整する。 
 

個別調整結果 

 
○交通指導員の処遇（勤務日等）は、小林市の制度を適用する。 
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 協議第２７号  

 
 

生活環境関係の変更について 

 
 
 
合併協定項目第２５号「各種事務事業の取扱い」のうち「（１０）生活環境関係」

の変更について、別紙のとおり提案する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成２１年９月２４日提出 

平成  年 月  日確認 

 
 

小 林 市 ・ 野 尻 町 合 併 協 議 会  

会 長  堀  泰 一 郎 
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○厚生部会 生活環境分科会 

協議ランク Ａ   協議会確認日：第２回協議会 H20/12/24  現況調書ページ 14 

協定項目 
第２５号 各種事務事業の取扱い 

（１０）生活環境関係）＞対象地区・収集体制 

調整方針 

《収集体制》３．現行のまま、新市に引き継ぐ。⇒５．合併後１年を目

処に統合するよう調整する。 に変更。（協議事項） 

 

《収集方式、収集方法》５．合併後１年を目処に統合するよう調整する。 

 
○収集方式・収集方法は、当面現行どおりとし、合併後１年を目処に調整する。 

処理人口・収集体制、ごみ収集人員・車両台数（直営・委託）は、現行のまま新市に

引き継ぐ。 
 

個別調整結果 

① 一般廃棄物処理実施計画については、小林市の計画を基本とし合併期日までに策
定する。 
 

② 収集箇所については、現行のまま新市に引き継ぐ。 
 

 
③ 収集体制については、平成 22年度は現行どおりとし、平成 23年度以降の体制に

ついては、平成 22年度中に調整する。 

 
④ 高齢世帯、独居老人及び障がい者等のうち、ごみ搬出の困難な世帯については、

小林市方式で戸別収集する。 

 
 

⑤ 収集日については、平成 22 年度は現行どおりとし、平成 23 年度以降は平成 22

年度中に調整する。 

 
 
 
 
 




